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金風の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、令和 4 年度よりスタートいたしました新生涯学習制度におきまして、卒後 5 年間

の義務教育期間における前期研修の実地研修が、OJT 導入を促進する重要な要素として位

置づけられております。 

貴施設におきましても、多くの会員の方々にご協力いただき、実地研修の履修が進んでい

ることと存じます。心より感謝申し上げます。 

しかしながら、未だに一部の会員の方々においては、実地研修が未履修の状態であると伺

っております。 

理学療法士の質の向上を目指し、より良い医療を提供していくために、実地研修の重要性

はますます高まっております。つきましては、改めて貴施設の会員の方々に、前期研修の実

地研修の重要性をご周知いただきたく、お願い申し上げます。 

会員の方々がスムーズに実地研修を履修できるよう、当士会といたしましても、引き続き

支援体制の強化に努めてまいります。 

ご多忙の折とは存じますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

実地研修の進め方については下記をご参照下さい。 

 

実地研修の進め方 

① 実地研修の対象者の確認（施設会員代表者 注１） 

自施設内に「実地研修」を受講すべき対象者がいるか否かを確認してください。 

② 対象者を担当する実地指導者の決定（施設会員代表者） 

実地研修終了後に実地指導者が自身のマイページから対象者の履修登録を行うた

め、必ず対象者と実地指導者の組み合わせを決定し、両者を紐づけるための登録が必

要です。 

③ 対象者１名につき、実地指導者は１名でも複数でも構いません。 

ただし、対象者１名に対して、同時に複数名の実地指導者を紐づけることはできませ

ん。実地指導者が交代するごとに履修登録と実地指導者変更作業を行ってください。 

④ 実地研修の実施  

⑤ 実地研修の修了 

⑥ 対象者の履修登録 （実地指導者注２） 



実地指導者が自身のマイページ内から対象者の履修登録を行います。  

⑦ 見学終了後、速やかに履修登録を行ってください。 

  履修登録が行われない場合、対象者は実地研修を受講したことになりません。 

 

注１ 本研修の責任者として各種必要情報の閲覧や申請権限を有します。  

   適切に実地研修が実施されているか、実地指導者が対象者の履修登録を行っている

か等、実施状況の把握に努める役割があります。  

注２ 実際に実地研修の指導をする者を指します。 

   理学療法士会員（在会）かつ登録理学療法士であることが条件です。 

 

実地研修は所属施設の状況によって受講方法が異なります。具体的には自施設に登録理

学療法士が在籍しているかどうかということになります。詳しくは下記マニュアルをご確

認ください。 

 

 前期研修 D（実地研修）受講・実施マニュアルはこちら  

https://www.japanpt.or.jp/pt/lifelonglearning/asset/pdf/jicchikenshuu_manual_202

30801.pdf 

                                 

 

実地研修に関するお問い合わせ 

【問合せ・連絡先】担当者： 青森県理学療法士会 教育局生涯学習部長 佐藤翔 

               〒036-8563 青森県弘前市本町 53      

              弘前大学医学部附属病院 医療技術部   

                               リハビリテーション部門  

              TEL 0172-39-5318（FAX兼用）       

                E-mail：sho.sig12@gmail.com       
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